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令和６年荒川区教育委員会第１６回定例会 
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 ４ 欠席委員    教育長職務代理者           小 林 敦 子 

           委      員           坂 田 一 郎 

 

 ５ 出席職員    教 育 部 長           三 枝 直 樹 

           教 育 総 務 課 長           山 形   実 

           教 育 施 設 課 長           田 中 欣 也 

           教育施設計画担当課長           井 上 千 恵 

           学 務 課 長           渡 辺 裕 登 

           指 導 室 長           下 条 知 淑 

           教育センター所長           杉 山   茂 

           書      記           齋 藤 一 幸 

           書      記           吉 田 夏 彦 

           書      記           宮 島 弘 江 
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（１）審議事項 

   議案第１８号 令和５年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の聴取について 

 

（２）その他 
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○教育長 ただいまから荒川区教育委員会令和６年第１６回定例会を開催いたします。 

 初めに、出席者数の御報告を申し上げます。本日、３名出席でございます。 

 議事録の署名委員につきましては、繁田委員、長島委員、御両名にお願いいたします。よ

ろしくお願いします。 

 ５月２４日開催の第１０回定例会の議事録につきましては、前回の定例会にて配付し、こ

の間、委員の皆様に御確認いただいてございます。本日、特に御意見等がなければ承認とさ

せていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○教育長 承認といたします。 

 それでは、本日の議事日程に従いまして、ただいまから議事を進行させていただきます。 

 本日は、審議事項が１件となってございます。 

 議案第１８号「令和５年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の聴取について」

を議題といたします。山形教育総務課長、説明をお願いします。 

○教育総務課長 議案第１８号「令和５年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の聴

取について」でございます。 

 提案理由でございます。令和６年度荒川区議会定例会・９月会議で認定に付すため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づきまして、区長が教育委員会の

意見を聴取するものでございます。 

 内容でございます。まず、令和５年度一般会計、教育予算の歳入のところを御覧いただけ

ればと思います。各項の収入済額と収入率について御報告をさせていただきます。 

 まず、分担金及び負担金でございます。済額がゼロ、収入率もゼロでございます。 

 使用料及び手数料３８５万１，４１６円、収入率が１０５．６％。 

 国庫支出金４，０４５万７，２３５円、収入率が６８．３％。 

 都支出金２億３，５８３万８，１５９円、収入率が１２３．９％でございます。 

 財産収入、済額が６２万１，０００円、皆増でございます。 

 寄付金１，５５４万、同じく皆増でございます。 

 諸収入２，０８９万５，０３１円、収入率が７４．３％。 

 特別区債２億２，０００万、収入率が４４．８％。 

 教育関係の収入済額全体が５億３，７２０万２，８４１円、６９．６％の収入になります。 

 その下、歳出でございます。 

 教育費全体で支出済額が９３億７，９４４万９，８２２円、不用額については記載がある

とおりでございます。後ほど説明をさせていただければと思います。執行率につきましては、
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８９．０％。 

 その内訳でございます。 

 教育総務費２２億１，３２５万５，７０１円、執行率が９０．７％。 

 小学校費４５億６，１１６万８，８４９円、８９．３％の執行率になります。 

 中学校費１７億４，２０３万２，４８５円、８８．７％の執行率になります。 

 校外施設費１億５，３３８万９，９５３円、執行率が７８．０％でございます。 

 幼稚園費７億９６０万２，８３４円、執行率が８５．１％になります。 

 おめくりいただきまして、６ページを御覧いただければと思います。まず、歳入について

の内訳について説明をさせていただければと思います。 

 上の表については、先ほど記載のとおりでございますので、主な歳入の収入額について御

説明申し上げます。 

 分担金・負担金についてはゼロでございます。 

 使用料・手数料につきましては、教育使用料、学校の使用料などの目的外使用料などがご

ざいます。あわせまして、幼稚園こども園の保育料が、ここに計上されているものでござい

ます。 

 国庫支出金、これについては建替えや維持・補修などの学校施設環境改善交付金。その下、

公立学校情報機器整備費補助金、これについてはパソコン関係のヘルプデスクなど、補修の

対象になってございます。 

 子ども子育て支援交付金については、シルバー人材センターの安全パトロールや預かり教

育などが対象になってございます。 

 都支出金については、スクール・サポート・スタッフの補助金、これはそのままです。同

じように東京都公立特別支援教育推進補助金、これについても人件費の補助になります。そ

の下、デジタル利活用支援員配置支援事業補助金、これについても人件費に補填をしている

ところでございます。学校マネジメント強化事業補助金については、副校長事務補佐の歳入

となります。 

 諸収入については、奨学資金貸付金の返還金が計上されているところでございます。 

 特別区債につきましては、先ほどの補助金のほかに学校施設の改修などに伴うものに充当

されているところでございます。 

 ５ページを御覧いただければと思います。 

 表については記載のとおりでございます。主な事業について申し上げます。 

 児童安全推進委員の配置、これについては執行率９４．７％でございます。 

 長寿命化計画に基づきます改修工事費、７７．９％の執行率でございます。 
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 タブレットＰＣを活用した学校教育の充実についても、７２．０％の執行率でございます。 

 学校パワーアップ事業、９１．４％の執行率でございます。 

 小・中学校英語教育の推進、執行率が９０．２％。 

 特別支援教育の推進、執行率が８４．５％。 

 教育相談（不登校対策）につきましては、９３．５％の執行率でございます。 

 不用額の内訳でございます。主なものを記載してございますので、御覧いただければと思

います。 

 事業実績の減。昨年度、４年度予算までについてはコロナで執行ができないところがござ

いましたが、５年度についてはコロナで執行を行わないというものはございません。 

 まず、小中幼稚園の学校・園管理費については、光熱水費の実績減でございます。これは

実績の減というか、予算に対して執行がそこまで及ばず、安全率を見ていたというところで

ございます。 

 施設整備費については、執行の減でございます。これは実績が減ったというところになり

ます。 

 就学援助費、これについても就学援助と就学奨励費の見込み、予算に対する実績がそこま

で及ばなかったという形になります。 

 学力向上マニフェスト事業、あらかわ寺子屋事業の回数の減でございます。これについて

は、寺子屋の回数が実際には減ってしまったという形になります。 

 事業未実施、これについては医療的ケア児学校生活支援という形で予算を計上してござい

ましたが、対象となる児童・生徒がおりませんでしたので実施をしませんでした。 

 人件費については、人員配置の減でございます。 

 執行努力でございます。先ほどございました学力向上のための調査につきまして、執行の

努力でございます。 

 契約差金、これは予算に対する契約で落札した金額の差金になります。 

 学校整備費については、実際に営繕工事などを行った分の差金が出ました。 

 同じように学校施設維持管理費ついても、例えば施設の委託、受水槽の委託などのところ

で差金が出ているところでございます。 

 教育用コンピューター運営費については、タブレットＰＣや電子黒板の差金が生じている

ところでございます。 

 大きな内訳については、以上でございます。 

 その後、実際の決算説明書を添付してございまして、１７ページ以降については各事業の

資料が各課ごとに掲載しているところでございます。 
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 雑駁でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長 ただいまの説明につきまして、御質疑等ございましたらお願いいたします。 

○繁田委員 内容に全く異論はございませんが、少し教えていただけたらというところが、歳入

決算のところで国庫補助金という項目と都委託金という項目が大きく予算と異なっておりま

すけれども、何かもし経緯がお分かりでしたら、教えていただけたらと思います。 

○教育施設課長 学校施設環境改善交付金につきましては、先ほど営繕課の工事の差金があると

いうお話をさせていただいたと思うのですけれども、実際やった工事の額に対して補助金の

割合が決まってきますので、契約金額が下がると、その分、支出金も減ってくるという形に

なっている状況でございます。 

○教育長 予算上では幾らぐらいの工事費がかかると見込んでおり、それに対して２分の１や３

分の１の国庫補助金を予定していたのですけれども、契約金額自体が下がってしまいますと、

契約した額の３分の１や２分の１などしかもらえません。歳入自体は減るのですけれども、

それ以上に歳出も減るので、契約によって工事費が下がれば区にとってはいいことではあり

ます。 

○繁田委員 額自体が、その年で結構変動するものなのですか。 

○教育長 とりわけ工事関係については、見積りを取るときには契約できるような金額を予算化

していますが、実際入札などをやると下がることもあります。 

○繁田委員 分かりました。ありがとうございました。 

○長島委員 前もこの席で何回か話が出てきたと思うんですけれども、タブレットＰＣを活用し

た学校教育費の充実で、予算が１０億を超えていて、決算は７億５，０００万ぐらいですか。 

○教育長 差異がありますね。 

○長島委員 その差について、前も何か聞いたようなことを、もう一度説明をお願いできるでし

ょうか。 

○学務課長 タブレットＰＣのこの差ですけれども、もともと追加購入等も含めて最大限予算取

りはしているのですけれども、実際の追加のリースがそこまで必要なかったという部分が中

学校のほうで多く、その台数分の実績がなかったという分で額が大きくなってございます。 

○教育長 その追加について、もう少し詳しく説明してください。 

○学務課長 もともとの子どもの転出入等を含めて、ある程度余裕を持たせて予算取りはしてい

るのですけれども、実際にはそこまでのリース台数の契約の必要がなかったので、予算的に

は余ってしまうという形となってございます。 

○教育総務課長 先ほどの光熱費もそうだったのですけれども、比較的運営ができるように多少

安全率のようなものを見ていまして、そうすると数が減ってしまうのと契約の実際の金額そ
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のものが下がったところが出て、プラスアルファをすると予算からするとかなりの額が余る

という形になります。 

○長島委員 分かりました。 

○教育長 ややこしいですね。 

○長島委員 それから、医療的ケア児学校生活支援は対象者なしで、契約・部会等の未実施と書

いてあるのですけれども、これも記憶があやふやですが、通学のときに福祉タクシーか何か

で送り迎えするのでしょうか。そういった契約も必要なくてというような意味なのでしょう

か、契約というのは。 

○教育センター所長 医療的ケアのお子さんは、昨年度は該当者がいませんでした。福祉タクシ

ーというのは幼稚園の特別な支援を要するお子さんに対する送迎支援という形で、支援をさ

せていただいているところでございます。 

○教育長 医療的ケア児の対応のための経費を想定していたのは、看護師、医師など医療関係者

を学校に配置する予算を取っていたのです。 

○教育センター所長 胃ろうなどのお子さんに対して、胃ろうという医療行為処置をできないの

で、看護師、医師に来ていただくということで、そういった予算を組んでいただいています。 

○長島委員 少し思い出してきました。 

○教育総務課長 実際には医療的ケア児を受け入れるためにお医者さんに相談して計画をつくっ

て、どういうサポートが要るかという体制を組んで、実際のケアする看護師のお金などとい

うのが、今年度については対象がいなかったと。 

○教育センター所長 一応、今のところ情報によると、来年度、１名程度は医療的ケア児が入学

するという情報が入っております。今後、検討が必要というところでございます。 

○教育長 一応そう想定はしているのですけれども、逆にもし２名、３名のお子さんたちが別々

の学校に通学されるとなると、当初予算にはなくても必要な経費については集めて支出する

ということになりますので、予算の組み方という形にはなります。 

○長島委員 少し勘違いしていました。 

 それと、昨日、資料が送られてきて見ていて、これですと２６ページですかね。学校保健

のところで、健康診断ですけれども。 

 数日前、どこかの健康診断で、着衣、服を着てとかで何か問題になりましたよね。問題と

いうか、こういうことがあったというのが報道され、しばらくの間、あちこちで報道されて

いるみたいですけれども。区で実際に学校での健康診断というのは、予算とは関係ないので

すけれども、どのような形で行っていてというようなことを教えてもらえるとありがたいと

思ったのですけれども。 
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○学務課長 ニュースの報道等で、着衣の部分など少し問題になっているのもあるのですけれど

も、荒川区においては医師会と契約していまして、医師会のほうには、きちんと着衣等をし

て実施する話もしております。学校のほうにも養護教諭等がきちんとそのような形で実施す

るようにという指導もしています。養護教諭のほうから、むしろそのほうが望ましいという

形も上がってきていますので、本区にとってはそのような問題はないものと認識しておりま

す。 

○教育総務課長 数年前、保護者の方や学校現場のほうからそういう御意見もいただきまして、

まず最初につい立て等で個人を仕切りました。さらに議会のほうもでも質問があり、基本的

には着衣のままやるという形を数年前から実施しているところでございます。 

○長島委員 報道だと、健康診断のやり方や内容などについて、保護者の方へあらかじめという

ようなところもあったのですけれども、そこら辺はどうなっていますか。 

○学務課長 保護者の方には学期の説明会などで、養護教諭が年度当初に学校保健について保護

者向けに説明等を行いますので、そういう場を通じて健康診断についても丁寧に説明させて

いただいてございます。 

○教育長 健康診断だけではなくて、水泳の授業や体育のときの着替えなども含めて、学校では

かなり気を使って対応されています。今のところ特に問題はないですよね。 

○学務課長 ありません。 

○教育長 そのほかいかがでしょうか。 

 学校保健の件で、今、御質問が出ましたけれども、繁田先生、何かありますか。 

○繁田委員 特にないです。聴診にしても、普通の内科の診療でも着たままやってしまいます。

今の聴診器は性能がいいので、わざわざ下着のところに入れてや、脱がしてということは。

昔は、丸椅子で患者さんに、まくり上げてやるイメージがありましたが、そんなのもしませ

んので、わざわざ脱いでいただくのは違和感はあるかなという。体重なんかも、大体５００

グラム抜けばいいなど、そういう計算で十分かなと思いますので、洋服を着ておやりになる

のがとても自然に思います。 

○教育長 ありがとうございます。 

 そのほか特にないようであれば、質疑を終了させていただきます。 

 議案第１８号について御意見はございますでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○教育長 討論を終了いたします。 

 議案第１８号について御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○教育長 異議ないとものと認めます。議案第１８号「令和５年度荒川区一般会計決算（教育関

係）に対する意見の聴取について」は、原案どおり決定いたしました。 

 次に、その他の報告事項ですけれども、教育委員会の日程について事務局から連絡をお願

いいたします。 

○教育総務課長 ４３ページをお開きください。 

 今回については、日程等に修正はございません。また、９月、秋になりますと運動会や周

年行事がございますので、また教育委員の先生方にも御参加いただければと思います。 

 以上でございます。 

○教育長 以上をもちまして教育委員会令和６年第１６回定例会を閉会とさせていただきます。 

―了― 


